
JAバンクは地域の担い手を応援します

支援金は、６～１０月の秋肥、１１月～来年５月の
春肥が対象です。今後２年間で、土壌診断に基づ
く施肥設計や堆肥などの利用といった取り組みメ
ニューを二つ以上、実践すれば、支援を受けられま
す。「地域特認技術」として各県で地域に応じたメ
ニューも設定できます。農水省は計１０以上のメ
ニューを設定する方針で、近く詳細を公表します。
既に複数メニューを実践している場合は、一層の

化学肥料低減や堆肥拡大など、これまでの取り組
みの拡大・強化でも認められます。同省は、「みど
りの食料システム戦略」で３０年の目標に掲げる化学
肥料２割低減に向けた取り組みを促し、定着させる
狙いだと説明しています。
ＪＡなど農業関連組織を通じ、都道府県協議会
に申請します。今年の肥料費が分かる請求書など
の証拠書類が必要です。手続きを簡素にするため、
前年の伝票などは求めません。
補塡額は、今年の肥料費と、同省の農業物価

統計を基に設定する価格上昇率などを使って計算し
ます。価格上昇率は今後、統計を踏まえて秋肥と
春肥のそれぞれで設定します。

同省が肥料高騰対策として実施する支援金で、
補塡額がいくらになるかは、肥料価格の上昇率次
第となります。秋肥の上昇率は、算定根拠となる農
業物価統計に価格高騰の影響が本格的に表れる８
月下旬以降に確定します。

補塡額は①当年の肥料費②施肥コストの低減率
③前年からの肥料価格の上昇率――の三つの数字
から算出されます。当年の肥料費は各農家ごとです
が、施肥コストの低減率は「０.９」で確定。肥料価
格の上昇率は、毎月の「農業物価統計」を基に、
全国統一の値として今後、同省が示します。
２９日に発表された６月の同統計によると、肥料の
価格上昇率は前年同月比１.２７倍。ただ、同省は「秋
肥の高騰の影響が本格的に表れるのは７月発表分
から。７月以降の統計の動向も把握した上で価格上
昇率を決める」（技術普及課）といいます。そのため、
価格上昇率は、７月分がまとまる８月下旬以降に確
定値が発表されます。

　政府は７月２９日、肥料高騰対策の支援金につ
いて、財源７８８億円を２０２２年度予算の予備費か
ら支出すると閣議決定しました。化学肥料の使用
量低減の取り組みを前提に、コスト上昇分の７割
を補塡（ほてん）します。ＪＡなどを通じて都道府
県ごとに設ける協議会に申請する必要があります。
秋肥分は年内にも農家に支払えるようにします。
価格急騰に備える原料備蓄制度も創設されます。
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肥料支援金788億円決定
年内にも補塡支払い

焦点は価格上昇率

肥料高騰対策「支援金」の
補塡額の計算式
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＝補塡額毎月出される「農業物価統計」
から、農水省が全国統一の値
として今後算定


